
恵那市火葬場「えな斎苑」使用料 

令和２年４月１日施行 

区 分 単 位 
金 額 

市内居住者 市外居住者 

火葬炉 

遺体１体につき 5,000 円 40,000 円 

死胎児１体につき 2,000 円 16,000 円 

改葬による骨１件につき 2,000 円 － 

身体の一部１件につき 1,000 円  4,000 円 

産じょく汚物１件につき 1,000 円  4,000 円 

死亡動物１頭

につき 

10 キログラムまで 3,000 円  6,000 円 

10 キログラムを超え５キロ

グラム増すごとの加算額 
1,000 円  2,000 円 

霊安室 １体につき 
24 時間まで 5,220 円 10,440 円 

24 時間ごとの加算額 5,220 円 10,440 円 

待合室 １室につき ２時間まで 2,610 円  5,220 円 

備考 

１ 市内居住者に該当する場合とは、次の場合とする。 

（１）遺体については、死亡者が死亡時において本市の住民基本台帳に記録されている場合 

（２）死胎児については死産時における父又は母のいずれかが、身体の一部については本人が

本市の住民基本台帳に記録されている場合 

（３）産じょく汚物については、当該使用に係る病院等の事業所の所在地が本市にある場合 

（４）改葬による骨については、その申請者が本市の住民基本台帳に記録されている場合 

（５）死亡動物については、申請者が本市の住民基本台帳に記録され又は外国人登録原票に登

録されている場合 

（６）霊安室については、死亡者が死亡時において本市の住民基本台帳に記録されている場合 

２ 市外居住者に該当する場合とは、市内居住者に該当しない場合とする。 

３ 火葬できる死亡動物は、縦 2.0 メートル、横 0.6 メートル、高さ 0.5 メートルの直方体に収

まるもので、重量が 90 キログラム未満とする。 

４ 死亡動物の重量を算定する場合の５キログラム増すごとの加算額の算定において、５キロ

グラム未満の端数があるときは、その端数を５キログラムに切り上げるものとする。 

５ 霊安室の使用時間を算定する場合において、24 時間未満の端数があるときは、その端数を

24 時間に切り上げるものとする。 


